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開催日及び場所 

平成２５年度 第１２回委員会 

平成２６年１月２１日（火） 

於．橿原市役所 北館別館 中会議室 

出席委員 

委員長 川上 勇   

委 員 村井 柾文 

委 員 安田 武功 

事務局 総務部長、会計管理者、 

財産契約課長、会計課技術検査室長、 
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抽出案件 
総件数     

１０件 

（備考）期間内入札等件数 

総件数        １２８件 

事後審査型条件付き一般競争入札 

            ９０件 

指名競争入札      ２５件 

総合評価落札方式     １件 

プロポーザル方式     ３件 

随意契約         ２件 

条件付き一般競争入札   ６件 

設計施工方式       １件 

事後審査型条件付き 

一般競争入札 
３件 

指名競争入札 ２件 

総合評価落札方式 １件 

プロポーザル方式 １件 

随意契約 １件 

 条件付き 

一般競争入札 
１件 

設計施工方式 １件 

委員からの意見・質問、

それらに対する回答等 

意見・質問 回  答 

別紙のとおり 

委員会による意見具申

又は勧告の内容 

特になし 
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【別紙】

委員からの意見・質問 市の回答

特になし

 入札傾向を加味した形で落札者を決定する新制度に
ついて、当該制度の効果について検証が必要である
と思われる。また、現行の６０％ラインの妥当性に
ついても検証されたい。

　新制度による効果については、今のところ未検証
であるが、今後、検証を進めていく。

　コンサル発注の際の積算方法について、現行では
不十分である。今後、積算方法の確立を進められた
い。

　積算基準のないものは、現行は参考見積を徴取
し、その金額から積算を進めているケースが多い。
今後、より適切な積算を行えるよう研究を進めたい
と考える。

　最低制限価格を変動することによって、最低価格
の入札者と契約できない事象が発生している。制度
として、問題があるとは、言わないが市民感情的に
理解が得られないのではないかと思われる。説明責
任を果たせるよう事務局で検討しておくべきであ
る。

　最低制限価格については、事前公表、事後公表、
変動制、それぞれにメリット、デメリットがある中
で、事務局としては、現行の変動制がより優れてい
ると判断している。

　最低制限価格の事前公表によって、入札額が最低
制限価格と同額に偏重してしまうことを問題視して
いるが、くじ引きによって、落札者を決定すること
に問題があるのか。

 低入札価格調査制度の導入について検討すべきではな
いか。

　応札者が１社となった場合、その入札を有効とは
せず、随意契約に移行できないのか。随意契約の手
続きの中で改めて価格交渉を行えば、更に低い金額
で契約できるように思われるので、そのような制度
改正を検討されたい。

　当市では、１社のみの入札であっても、開札当日
までは入札参加者が１社の入札であることは、認識
できないため、競争性は確保されていると判断し、
当該入札は有効としている。
　提案の内容については現行の法令等が改正されな
ければ、そういった運用はできないと考える。

＜入札及び随意契約の執行状況について＞

＜抽出案件の参加資格設定及び業者の指名・選定理由について＞

抽出事案2〔平成２５年度汚水管渠埋設工事に伴う建物事前調査業務委託〕について

抽出事案4〔汚水管渠埋設工事　忌部山処理分区第２５－２工区〕について

抽出事案3〔市営斎場・墓園　植栽管理業務〕について
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委員からの意見・質問 市の回答

　軌道敷に係る工事については、業者の門戸を広
げ、競争性を確保できるよう検討されたい。

　今後、同種の案件の入札があった際には、複数の
入札参加があるよう、方策を検討する。

　総合評価方式についても、価格競争が必要である
と思われる。価格競争の要素も反映できるよう検討
されたい。

　プロポーザル方式については、透明性・公開性に
ついて乏しく感じる部分もある。今後、透明性・公
開性について、十分に配慮しながら進められたい。

　落札率が極端に低いように感じられる。倒産、労
働者の賃金抑制などに繋がらないよう、企業の健全
性等について、十分配慮されたい。

　本案件について、落札率が極端に低いがそのこと
について、担当課が特別に調査を行ったかは、確認
できていない。
　コンサル業務については、過去に同種業務を実施
したノウハウ等があれば、価格抑制は可能であり、
必ずしも委員が危惧されるような問題は起こらない
と考えている。

　低い落札率であっても成果品の品質が確保されて
いれば問題ないと思われる。品質の確保について、
十分に留意されたい。

　設計施工方式については、透明性・公開性の確保
という点において疑義がある。一般競争入札の手続
きとの違いについて説明されたい。

設計施工方式については、一般競争入札同様に公告
を行い、参加申請を受け付ける。参加申請のあった
業者から使用する製品の型式等のヒアリングを行
い、要求水準を満たしている業者を対象に価格競争
による入札を実施している。

特になし

特になし

＜工事成績について＞

＜建設工事種別の発注統計について＞

抽出事案6〔（仮称）橿原市子ども総合支援センター大規模改修工事〕について

抽出事案7〔橿原市下水道事業地方公営企業会計移行業務委託〕について

抽出事案10〔畝傍東小学校区第３放課後児童健全育成施設建設工事（設計含む）〕について
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委員からの意見・質問 市の回答

特になし

　総合評価方式の見直しについて、取り組みを進め
られたことについては、歓迎する。
　内容について、改正案では、総合評価審査委員会
で「選定する」となっているが、契約制度審査会が
「決定する」のであれば、「選定する」という表現
は適切でない。要綱については十分に内容の整理を
されたい。

　発注基準を設けることで、より公開性・透明性に
繋がると考える。今回の基準新設については歓迎す
る。

特になし

　電子入札に限らず、ＩＴ化の推進は、時代の要請
である。システムの導入によるデータの蓄積、自治
体間のネットワークづくりを推進されたい。

特になし

＜入札参加資格停止措置の運用状況について＞

　次回の当委員会は、平成26年7月の開催を予定しています。

＜次回の開催について＞

＜その他事項について＞

① 総合評価方式の見直しについて

② 電気工事の発注基準の新設について

③ 最低制限基準金額の算出方法ついて

④ 電子入札の導入について

⑤ 「平成２５年度公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について
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